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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

・当社は、取締役会が定める企業理念、行動規範、会社の目指すコーポレート・ガバナンス基本方針に基づき、株主、投資家をはじめ従業員、顧
客、取引先、債権者、地域社会等の当社に係るすべてのステークホルダーとの信頼関係を構築するとともに、コーポレート・ガバナンスを整備して
おります。

・当社は、会社法上の機関設計として、監査等委員会設置会社を採用し、取締役の半数である社外取締役３名で構成される監査等委員会が、取
締役会の経営監督機能強化、経営の透明化、公正性の向上及び業務執行の意思決定の迅速化を図っております。また、取締役の選任・解任や
取締役報酬決定に関するプロセスの透明性と客観性を確保し、説明責任を強化することを目的に、任意の指名・報酬委員会を設置しております。

・当社は、コーポレート・ガバナンスの強化を経営の最重課題のひとつとして、継続的に改善に取り組んでおります。

・当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方を「コーポレートガバナンス・コード当社基本方針」として取りまとめ、当社ウェブサイトに
て開示しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

　当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

　コーポレートガバナンス・コードの各原則については、当社ウェブサイトに「コーポレートガバナンス・コード取組方針」として開示を行っておりま
す。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

株式会社三井住友銀行 918,600 4.85

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 643,700 3.40

東京中小企業投資育成株式会社 613,600 3.24

宮澤　一洋 532,979 2.81

光通信株式会社 479,000 2.53

杉山　公敏 450,800 2.38

渡辺　佳昭 343,800 1.81

日本生命保険相互会社 340,200 1.79

高橋　雅行 314,800 1.66

株式会社北洋銀行 298,400 1.57

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明



―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 スタンダード、札幌 既存市場

決算期 6 月

業種 サービス業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高
100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 8 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

花澤　隆 その他 △

浦田　祥範 その他 △

山本・ティレル・由美 その他 ○



※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

花澤　隆 ○ ○
花澤　隆氏は当社の取引先である日本電
信電話株式会社を2009年６月に退任して
おります。

花澤隆氏は、日本電信電話株式会社におい
て、長年ネットワーク技術分野を中心とした研
究開発に携わってきました。また、同社取締役
研究企画部門長、ＮＴＴアドバンステクノロジ株
式会社代表取締役社長を歴任され、経営者と
しての見識、実績も豊富に有しておられます。2
017年からは当社の社外取締役として、取締役
会において、システムに知見のある経営者とし
て、的確な指導、助言を数多くいただいており、
当社のシステム開発・運営面の高度化に活か
しております。これらのことから、公正かつ透明
性の高い経営判断を期待できるため、社外取
締役（監査等委員）に選任されております。

また、同氏は主要株主、主要取引先の出身者
等に該当せず、経営から独立した立場で、ス
テークホルダーの意見を取締役会に適切に反
映できることから、東京証券取引所の定める独
立役員として指定し、同取引所に届け出ており
ます。

浦田　祥範 ○ ○
浦田祥範氏は当社の取引先である株式
会社北海道銀行を2018年６月に退任して
おります。

浦田祥範氏は、株式会社北海道銀行、株式会
社道銀地域総合研究所及び北海道ベンチャー
キャピタル株式会社において、企業向け投融
資業務、コンサルティング業務、地域経済成長
のための政策提言、経営企画・戦略展開・管理
業務に携わり、金融・地域経済・企業経営にお
ける知見を有しております。また、経営者として
の知見に加え、ベンチャー事業投資、事業再成
長投資、事業成長のハンズオン支援にも携わ
り、経営態勢の構築・基盤強化に関する知見も
有しております。これらのことから、当社経営に
対する的確な助言、業務遂行の適切な監督を
期待できるため、社外取締役（監査等委員）に
選任されております。

また、同氏は主要株主、主要取引先の出身者
等に該当せず、経営から独立した立場で、ス
テークホルダーの意見を取締役会に適切に反
映できることから、東京証券取引所の定める独
立役員として指定し、同取引所に届け出ており
ます。



山本・ティレル・由美 ○ ○

当社はIR支援会社ジェムストーンパート
ナーズ合同会社との間で、スポンサードリ
サーチの提供を含むIR支援に関する取引
をしております。ジェムストーンパートナー
ズ社は、山本・ティレル・由美氏が代表取
締役を務めるNippon Investment Bespoke

Research UK Ltdにスポンサードリサーチ

作成を依頼しています。

山本・ティレル・由美氏は、上場企業向けコンサ
ルティングや日本株リサーチ等に豊富な知識と
経験を有しております。また、Nippon Investmen

t Bespoke Research UK Ltd（ニッポン インベス

トメント べスポーク リサーチ）の創業・代表取

締役であり経営者としての知見も有しておりま
す。これらのことから、当社経営に対する的確
ため、社外取締役（監査等委員）に専任されて
おります。

また、同氏は主要株主、主要取引先の出身者
等に該当せず、経営から独立した立場で、ス
テークホルダーの意見を取締役会に適切に反
映できることから、東京証券取引所の定める独
立役員として指定し、同取引所に届け出ており
ます。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 3 0 0 3 社外取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

なし

現在の体制を採用している理由

　監査等委員会を補助する体制としては明確化しておりませんが、監査等委員会は、その監査等が実効的に行われることを確保するための体制
を整備するため、補助使用人又は監査等委員会への報告体制等について、監査等委員会としての基本方針を決定し、必要があると認めたときは
取締役会に対して報告若しくは提案又は意見の表明を行うこととしています。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査等委員会は、内部監査部門に対して監査等委員会の監査方針及び監査計画を示すとともに、内部監査部門より内部監査計画、個別の内
部監査結果等について報告を受けるほか、内部監査部門と緊密な連携を図ることで効果的な監査が実施可能な体制を構築しております。

　また、会計監査人と監査等委員会は定期的な会合を設け、意見交換、情報交換を通じて、相互連携を図っております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 4 0 1 3 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 4 0 1 3 0 0
社外取
締役



補足説明

　独立社外取締役である監査等委員以外の取締役の選任・解任、報酬の決定に関する手続きの透明性及び客観性を確保し、説明責任を強化す
ることを目的として、2022年９月21日に取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。社外取締役 花澤隆氏を委

員長に、その他社外取締役浦田祥範及び山本・ティレル・由美の両氏と社内取締役宮澤一洋が委員となっております。

　2024年６月期においては、任意の指名・報酬委員会を４回開催し、役員の選任、報酬制度の運用並びに報酬体系等について討議しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

　独立役員の資格を充たす社外役員はすべて独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

　業績連動型報酬制度の設定の他、業績向上による企業価値向上への強い意識をもち、株主重視の姿勢を明確にすることを目的として、取締役
に対する譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 また、2022年７月８日付で業績目標連動型第３回新株予約権（有償ストックオプション）を

発行しております。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、従業員

該当項目に関する補足説明

　2022年７月８日付で業績目標連動型第３回新株予約権（有償ストックオプション）を発行しております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

　当社には、報酬等の総額が１億円以上の取締役はいないため、個別報酬の開示は行っておりません。なお、2024年６月期の取締役の報酬等の
総額は77,316千円です。 (使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません 。)

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　当社は、2022年９月21日付で取締役会の任意の諮問機関として委員の過半数が独立社外取締役であり、独立社外取締役が議長となる「指名・
報酬諮問委員会」を設置しました。この指名・報酬委員会への諮問と答申を受けて、2022年９月21日開催の取締役会において、以下のとおり、取
締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬の内容に係る決定方針を決議しております。



　なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定
方針と整合していることや、任意の報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しておりま
す。

ａ．基本方針

　当社の取締役（監査等委員を除く）の報酬は、（ⅰ）多様で優秀な人材を獲得し保持すること（ⅱ）企業価値の増大への取り組みを促進すること（
ⅲ）株主との利害の共有を図ることを目的とした報酬体系とする。具体的には、基本報酬(金銭報酬)と会社業績を反映した業績連動報酬等で構成
する。なお、決定のプロセスにあたっては、監査等委員である独立社外取締役が議長となり、かつ、独立社外取締役が構成員の過半を占める指
名・報酬委員会（任意設置）の審議を経て取締役会で決定することで客観性及び透明性を確保する。

ｂ．基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

　基本報酬については、固定報酬とし月例で支給する。また、基本報酬と業績連動報酬等の金銭報酬の合計は、株主総会にて決議された範囲内
で、取締役会で決定する。

　取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額(基本報酬と業績変動報酬額の金銭報酬部分の合計)は、2017年９月27日開催の第35回定時株主総
会において年額２億円以内（ただし、使用人分給与は含まない）と決議されている。

ｃ．業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針

　業績連動報酬等は、短期の業績連動報酬として金銭報酬と非金銭報酬で構成する。

　業績連動報酬等は、基本報酬に一定度の比率を乗じた額を標準額とし、これに業績に連動した係数を乗じて算出する。業績の評価に使用する
業績指標には、経常利益及び中長期的経営課題への取り組みに係る指標（例：サービスの売上高目標等）を使用する。業績連動報酬等の金銭報
酬は、当期に支給する。

ｄ．非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針

　業績連動報酬等の非金銭報酬部分は、インセンティブを目的とした譲渡制限付株式報酬とする。譲渡制限付株式報酬は、下記ホ項で定める額
に相当する個数（株数）を、株主総会にて決議された範囲内で、取締役会で決定し毎年11月に割り当てる。なお、払込期日(割当日)から１年間を譲
渡制限期間として定める。

　当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として導入され
た、取締役（監査等委員を除く）の譲渡制限付株式報酬の限度額は、2017年９月27日開催の第35回定時株主総会において年額２千万円(３万株)
以内と決議されている。

ｅ．金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

　基本報酬と短期実績を反映した金銭報酬及びインセンティブを目的とした譲渡制限付株式報酬の額の割合に関しては、株主と経営者の利害を
共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、原則として50％：50％を基準として設定する。業績連動報酬等における非金銭報酬(譲渡制
限付株式報酬)の額は、基本報酬及び業績連動報酬等の合計並びに使用人を兼務する取締役にあっては使用人分給与を加えた額の原則として1
5％を基準として設定する。

ｆ．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

　取締役の各個人別の報酬等は、役位及び職責に応じて第三者機関による調査データを参考に、業種・業態・事業規模・株式時価総額等で当社
と類似する企業の水準を確認したうえ、業績目標達成度等を勘案し、取締役会が指名・報酬委員会へ諮問し、その答申をもとに取締役会で決定
する。

【社外取締役のサポート体制】

　取締役及び監査等委員である社外取締役は、その職務の遂行に必要となる情報について、関連する部門へ情報や資料を求め、情報提供を求
められた部門は、要請に基づく情報や資料を適宜提供しています。また、経営会議の議事内容の重要なものについては、取締役会における定期
報告だけではなく随時報告を実施し、社外取締役と検討内容を共有するとともに、意見を求める運用を行っております。

　また、監査等委員会については、現在、監査等委員を支援する人員を配置していませんが、監査等委員の職務の必要に応じ、内部監査室をは
じめ、適宜、各部門の人員が支援にあたる体制としています。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

　当社の取締役会は、取締役８名（うち監査等委員である社外取締役３名）で構成されており、月１回の定時取締役会及び機動的な臨時取締役会
を開催し、迅速に意思決定を行っております。また、会社法第370条及び当社定款第27条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす取
締役会決議の省略も必要に応じて実施しております。

　取締役会決議事項は執行役員及び部門長で構成する経営会議にて事前審議を行っており、その事前審議内容を踏まえて、取締役会において
十分な検討が行われております。また、業務運営上の重要事項についても担当取締役から適切な報告が行われております。監査等委員である社
外取締役は、高い独立性を有しており、その監査等委員に対し取締役会での議決権を付与することで、独立した客観的な立場から、取締役及び
執行役員に対する実効性の高い監督を行っております。

　当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員である独立社外取締役３名により監査等委員会を組織しており、月１回の定時監査等委員会
及び機動的な臨時監査等委員会を開催しております。また、取締役会に出席し討議・決議状況をチェックし、積極的に意見陳述をしております。監
査等委員による監査の状況は、取締役会への出席に加え、重要会議等への出席、取締役からの聴取、稟議書・重要書類等の閲覧等を通じて、取
締役会の意思決定の過程及び取締役の業務執行状況について監査しております。加えて、内部監査室や会計監査人との情報交換を積極的に
行っております。

　当社は2022年９月21日付けで、取締役会の任意の諮問機関として、委員の過半数が独立社外取締役である監査等委員で構成する指名・報酬
諮問委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、取締役の選任・解任、取締役報酬決定に関するプロセスの透明性と客観性を確保し、説明
責任を強化することを目的としており、取締役会からの諮問を受け、委員会での審議を経て審議結果を取締役会に答申いたします。透明性や客
観性を確保するため、独立社外取締役である花澤隆氏を委員長とし、社外取締役浦田祥範及び山本・ティレル・由美の両氏と社内取締役宮澤一



洋氏が委員となっております

　会計監査は、第三者である会計監査人から適正な監査を受けるとともに、重要な会計的課題については随時、相談・検討を行っております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は、健全で透明性が高く、効率的で開かれた経営を実現することを目指しております。そのために、迅速な意思決定及び取締役相互間の経
営監視とコンプライアンスの徹底、株主様等のステークホルダーを重視した透明性の高い経営とディスクロージャーの充実、アカウンタビリティー
の向上に努めてきております。

当社は、すべての株主の皆様に対して実質的な平等性を確保するとともに、株主の皆様の権利の確保と適切な権利行使に資するため、適切かつ
速やかな情報開示を行ってきております。

また、当社は、取締役会において経営の意思決定及び監督を行っており、企業戦略等の方向性、重要な事案・リスクの分析と対応方針等を審議
するとともに方針を決定しております。第36期からの監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役会における経営執行の監理・監督責任は強
化されており、取締役６名のうち、監査等委員である社外取締役３名に取締役会議決権を付与することで、独立した客観的な立場から、監理・監督
責任の実効性を確保し、より公正かつ透明性の高い経営を行っております。また、監査等委員３名は、他社の経営者、監査役等の経営経験・経営
監督経験を有するほか、金融業務、企業コンサルタント業務、株式関連業務、IR活動支援業務等等の幅広い経験を有しており、これらの知識や経
験による外部からの視点に基づき、独立した中立な立場から、取締役会での適切な意見、判断を行う体制としております。

　なお、監査等委員３名は東京証券取引所及び札幌証券取引所が定める独立役員に指定しております。また、意思決定の迅速化のために、執行
役員、部長による経営会議を定期開催し、企業戦略等の方向性、重要な事案・リスクの分析と対応方針等を審議し、必要に応じて、その内容を取
締役会と連携する体制としております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送

　当社では、株主の皆様が十分な議案の検討時間を確保できるよう、招集通知の発送早
期化に努めています。

　2024年９月開催の定時株主総会については招集通知を法定期日より早く、開催日の23
日前（９月２日）に発送いたしました。

集中日を回避した株主総会の設定

　株主総会は株主の皆様との対話の場であるとの観点から、より多くの株主の皆様が株
主総会に出席できる日程への配慮を行うべきであり、当社は９月下旬の開催であり、開始
時間を午後２時とするなど、他社株主総会とは重ならないように開催日の設定を行ってい
ます。

電磁的方法による議決権の行使
　当社では、2013年９月開催の定時株主総会より、インターネットによる議決権行使がで
きる環境を整備いたしました。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

当社の株主構成を勘案し、機関投資家が議決権行使を行いやすい環境の整備や海外株
主に向けた英文による情報提供が必要と認識しております。当社では、2013年9月開催の
定時株主総会より、インターネットによる議決権電子行使ができる環境を整備するととも
に、2015年開催の定時株主総会から招集通知の英訳を当社ホームページに開示してきて
おります。

　なお、 議決権電子行使プラットフォームの活用については、引き続き検討してまいりま

す。

招集通知（要約）の英文での提供
　2015年９月開催の定時株主総会から招集通知の英訳を当社ホームページに開示してお
ります。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

個人投資家向けに定期的説明会を開催 　個人投資家向け説明会を不定期に開催しております。 あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

　本決算及び第２四半期を中心に、アナリスト・機関投資家向けに決算説明会
を開催しております。

あり

IR資料のホームページ掲載
　当社ホームページ（https://www.wellnet.co.jp/)において、有価証券報告書、
四半期報告書、決算短信、決算説明会資料等を掲載しております。



IRに関する部署（担当者）の設置 IR担当を設置しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

　「ウェルネット コンプライアンス行動規準」において、ステークホルダーの立場の尊重につ

いて定めております。

　また、　当社は、2022年9月に次の新たな経営理念を制定いたしました。

1.安全・安心・快適・便利を最大効率で実現する。

2.社員に自身の可能性を試すフィールドを提供する。

　本経営理念の下、当社は、会社としての存在意義と社員の行動指針を“アレテー※”とし
て定め、役員及び社員へ徹底しております。

　具体的には、社内に掲示するとともに、記載したカードを常時携行して行動の拠りどころ
となるように周知徹底しております。

　(※アレテーとはギリシャ語で「徳」、「優れたもの」、「卓越したもの」を意味します。)

　(ウェルネット社員アレテー)

・既成概念にとらわれず発想します。

・まず自分の頭で考え、全体最適な提案をします。

・議論はオープンに行い「決めるべき人」が決め、組織として実行します。

・「誰が」「何を」「いつまでに」を常に明確にします。

・実行結果を検証し、さらに改善、を繰り返します。

・報告は正直、正確、迅速に行います。

・提供役務と対価を文書化して合意後に取引を行います。

・清廉を旨とし、接待、贈り物を受けません。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

　当社は2023年1月に次を骨子とする「サステナビリティ基本方針」を定め、活動しておりま
す。

１．社会・環境問題の解決への貢献

２．社会からの信頼の確立

３．Well-beingの尊重

４．地域社会への貢献

　 当社は、当社のビジネスである「ＩＴ利活用・ＤＸ化」そのものが、環境に優しいビジネスモ

デルへの転換を支援するものであり、ビジネス拡充自体が地球環境保全に資するものと認
識しております。

　地域社会への貢献として、北海道の工業高等専門学校に通う経済面で苦労する学生向
けに設立した“ウェルネット奨学金”により多くの学生を支援しております。2023年度までの
累計で902名に対して約98百万円の奨学金を支給しており、経済的困窮による退学者０に
直接的に貢献しております。本活動は今後も継続してまいります。

　さらに、地元のスポーツ振興に寄与することを目的とし、北海道オール・オリンピアンズが
推進する「スクラム札幌」構想へ参画、オリンピック出場が期待されるスピードスケートの山
田将矢選手は2023年４月から当社社員として活動しており、2023年11月に北海道帯広市
明治十勝オーバルで開催された「ISU World Cup Speed Skating 2023/2024 第１戦」の「男

子1000m、1500m」において金メダルを獲得、日本人初の快挙を達成いたしました。また、2
023年12月ノルウェー・スタバンゲルで開催された「ISU World Cup Speed Skating2023/202

4 第３戦」の「男子1000m、1500m」において銅メダルを獲得した弟の山田和哉選手も2024

年４月から当社の社員となり、兄弟揃ってのオリンピック出場及びメダル獲得に向けた活動
を支援しております。今後は「ekaiin.com」をスポーツ選手の支援にも積極活用し、当社のＩＴ
サービスによるスポーツ振興を促進してまいります。

　また、2021年に竣工した札幌本社新社屋は、働く環境や従業員の健康に配慮したオフィ
ス設計により、2022年９月に「WELL認証」最高ランク「プラチナ」を取得いたしました。「WEL
L認証」は2014年に米国で始まったビルやオフィスなどの空間を人間の健康の視点で評価・
認証する先進的な取り組みであります。さらに、札幌本社は2023年８月に創意と工夫を凝
らしたオフィスを表彰する制度である「第36回日経ニューオフィス賞」を受賞いたしました。こ
れらの取り組みは、人的資本である従業員への投資であり、ひいては生産性向上、働き方
改革など企業価値向上につながると考えております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

　「ウェルネット コンプライアンス行動規準」において、情報の適時・適切な開示について定

めております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守、資産の保全、という４つの目的達成のために、企業
内のすべての者によって遂行されるプロセスである内部統制システムを構築しております。

　また、内部統制システムにおいては、統制環境・活動を整備することの他に情報の伝達経路を確保し、リスクに対応する体制を構築することが不



可欠と考えております。

　これらのことを念頭においた、当社の基本的な考え方及びその整備状況は以下のとおりです。

(１) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　当社は、「職務権限規程」、「業務分掌規程」、「組織規程」等の各種規程を整備し、各職位が明確な権限と責任を持って業務を遂行することで内
部統制を図り、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保しております。また、法令遵守の立場から、コンプライアンス体制の基
礎として、取締役が遵守すべき、「ウェルネット コンプライアンス行動規準」を定めております。

　監査等委員会は、取締役会及び重要会議への出席、取締役からの聴取、稟議書・重要書類の閲覧等を通じて、取締役の職務を含めたコンプラ
イアンス体制に問題点がないかの把握に努めております。

　内部監査は、社長の指示により内部監査室によって各部門の業務監査を実施し、その報告は社長に直接行うことで、取締役による適切な職務
執行を確保しております。

(２) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役の職務の執行に係る情報については、「文書管理規程」に従い保存及び管理を行っております。

(３) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　通常は、定時及び臨時の取締役会、経営会議、全体会議、各部門会議等の会議体において、各業務執行部門で収集されたリスク情報及び問題
提起がなされ、その検討及び対応策に関する意思決定を行い、社内に周知徹底を図っております。また、社外からのリスク情報については、顧問
弁護士や監査法人等から入手するとともに、外部者向けの通報窓口を設置し入手しており、弁護士や監査法人等から公正・適切な助言・指導を
受け対応しております。

　緊急時は、すみやかに取締役会を招集し、事実関係の確認を行ったうえで、その対応にあたっております。特に、個人情報保護重視の観点か
ら、個人情報漏洩時においては、プライバシーマークの認証基準に基づく「個人情報保護運用マニュアル」によって対応することとしております。

(４) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　取締役による迅速な意思決定を旨として、月1回の定時取締役会、及び機動的な臨時取締役会の開催により迅速な意思決定を行っております。
また、取締役会決議があったものとみなす取締役会決議の省略も必要に応じて実施しております。

　なお、取締役及び社員の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、「職務権限規程」「業務分掌規程」「組織規程」等を定めており
ます。

(５) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　使用人のコンプライアンス推進のために、「ウェルネットコンプライアンス行動規準」を定めており、法令の遵守、インサイダー取引の禁止、情報・
リスク管理、人権尊重等の規準の趣旨を十分に理解し、自らの行動及び会社のための行動において遵守するよう指導しております。

　使用人の職務の執行が適正に行われていることを検証するため、社長の指示による内部監査室の監査を実施し、社長に対し直接報告する体制
をとっております。

　また、社内においてコンプライアンス違反行為等を発見した場合には、管理部長、社外取締役、顧問弁護士に通報しなければならないこととして
おります。この場合、通報者の希望による匿名を認めることとし不利益な扱いをいたしません。

(６) 株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　当社は、企業集団を形成しておりませんが、将来の当社グループにおける業務の適正を確保するために、「関係会社管理規程」を定めており、
子会社が行う重要な意思決定については、当社との事前の協議が必要な旨を定め、子会社の適切な管理を行う体制を整えております。

(７) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

　現在、監査等委員会を補助する使用人を置いておりませんが、監査等委員会が必要とする場合は、その職務を補助すべき使用人を置くこととい
たします。また、その選任については、取締役会において使用人の中から適任者を決定いたします。

(８) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

　監査等委員会の職務を補助する使用人の独立性を確保するため、当該使用人の人事異動、人事考課、賃金その他の報酬については監査等委
員会の同意を得たうえで、取締役会において決定いたします。

(９) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体

制

　取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、取締役会等において業務の執行状況を報告するとともに、当社に著しい損害を及ぼす恐れのある
事実を発見した場合は、直ちに監査等委員会に報告を行います。内部監査においては、監査等委員会は随時内部監査に同行し、内部監査室と
連携して業務監査を実施しその内容を把握しております。

　取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、上記以外に業務等で当社にとって重要な事項を発見した場合は、監査等委員会に報
告を行います。

(10) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するため、会計監査人との連携を緊密にするほか、必要に応じて顧問弁護士等の外部の
アドバイスを活用しております。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社は「ウェルネット コンプライアンス行動規準」において、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力を断固として排除する方針を明記す

るとともに、反社会的勢力による被害防止のための基本原則を定めております。

　当社は、管理部にて反社会的勢力への対応を統括すべく不当要求防止責任者を設置しております。また、取引先との契約締結等に際しては、
外部機関も活用して確認業務を都度行うなど、管理運用面も整備しております。なお、警察、北海道暴力追放センター、弁護士等の外部の専門機
関とも密接な連携関係を構築しております。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無



買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

　当社は、2013年９月26日開催の第31回定時株主総会において、「当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の更新の件」を株主
の皆様にご承認いただき、いわゆる買収防衛策を継続しておりましたが、2016年８月18日開催の取締役会において、有効期間満了をもって本プラ
ンを継続しないことを決議いたしました。

　なお、当社株式の大量買付行為を行なおうとする者に対しては、大量買付行為の是非を株主の皆様が適切に判断するための必要かつ十分な
情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法そ
の他関連法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

(１) 適時開示に係る基本方針について

　当社は、経営の透明性や企業の信頼性向上のために積極的な情報開示が必要であるとの基本認識に立ち、株主の皆様をはじめとするステー
クホルダーが必要とする情報を適時・適切に開示することを基本方針として「ウェルネットコンプライアンス行動規準」に明記し、公平かつ適時・適
切な会社情報の開示に努めております。

(２) 適時開示に係る社内体制について

　当社は、適時・適切な情報開示を実現するため、社内規程（「情報開示規程」及び「内部者取引管理規程」）を定め、この基本ルールに従い適切
な情報管理及び情報開示手続を行っております。会社情報の適時開示に係る業務の所管を管理部とし、取締役執行役員管理部長を「情報取扱
責任者」としております。「情報取扱責任者」は、社内各部門との連携により、適切な情報収集および分析を行っております。「情報取扱責任者」に
一元的に集約され分析された情報は、代表取締役社長の承認を得て開示が決定されます。決定後「情報取扱責任者」は管理部の「情報開示担当
者」に指示し開示を行います。公表の方法は、TDnetへの登録や必要に応じて行われる記者会見、資料投函等の方法によっております。なお、公
表した情報は当社ホームページにも掲載しております。

（ⅰ）決定事実に関する情報

　取締役会で重要事項を決定した場合は、決定後、速やかに「情報取扱責任者」の指示のもと「情報開示担当者」が開示を行います。

（ⅱ）発生事実に関する情報

　発生事実に関する情報につきましては、当該事実の発生を認識した部門から直ちに「情報取扱責任者」に報告がなされます。「情報取扱責任者」
は内容及び情報の関与者等を把握し、当該関与者に適切な情報管理について指導するとともに、適時開示の要否を判断のうえ、代表取締役社
長に報告します。開示の決定を受けた後、速やかに「情報取扱責任者」の指示のもと「情報開示担当者」が開示を行います。

（ⅲ）決算に関する情報

　決算に関する情報につきましては、管理部が開示資料を作成し取締役会に付議し、取締役会の承認を得た上で、速やかに「情報取扱責任者」の
指示のもと「情報開示担当者」が開示を行います。

（ⅳ）子会社に係る情報

　当社は、企業集団を形成しておりませんが、子会社に係る情報につきましては、「関係会社管理規程」に基づき当社への報告が義務付けられて
おり、報告を受けた「情報取扱責任者」は適時開示の要否を判断のうえ、代表取締役社長に報告する体制を備えております。

(３) 適時開示体制を対象としたモニタリング

　開示すべき会社情報は、正確性と適法性について会計監査人、また必要に応じて、弁護士のチェックとアドバイスを受けております。また、適時
開示体制及び情報開示プロセスについて、監査等委員会による監視・監査、内部監査室による監査を実施しております。




